
第３回山江村新型コロナウイルス感染症対策本部会議内容（令和２年３月１３

日開催） 

 

 

１ 村内小中学校の臨時休校（休業）の延長について 

 村内小中学校の臨時休校（休業）を３月２５日まで延長。（３月１１日臨時校

長会にて決定） 

 

２ ３月下旬からの村主催のイベント・会議等の開催について 

（１）不特定多数の参加が見込まれる村主催の行事等については、当分の間、原 

則として延期又は中止とする。 

（２）参加者が限定され、かつ実施日の変更や中止が困難なものは、感染予防対 

策をおこなったうえで開催する。 

（３）延期または中止する場合は、参加者への周知を徹底すること。 

 

３ ４月以降の村主催のイベント・会議等の開催について 

 国や県の方針を踏まえ、第４回対策本部にて検討する。 


